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社会福祉施設等耐震化促進事業（移転経費）補助金交付要綱（障害）（４福保障計第２０３０号) 新旧対照表 

改正案 現行 

社会福祉施設等耐震化促進事業（移転経費）補助金交付要綱（障害） 

 

令和５年４月１日  

４福保障計第２０３０号  

福祉保健局長決定 

改正 令和５年６月２１日 

５福保障計第５４９号 

福祉保健局障害者施策推進部長決定 

改正 令和６年３月２９日 

５福祉障企第１７１１号 

福祉局障害者施策推進部長決定 

令和７年３月２４日 

６福祉障企第２４５４号 

福祉局障害者施策推進部長決定 

改正 令和８年３月３０日 

７福祉障企第２４８２号 

福祉局障害者施策推進部長決定 

 

 

第１条から第５条まで （現行のとおり）  

 

（補助期間） 

第６条 補助期間は、令和９年３月３１日までとする。 

 

社会福祉施設等耐震化促進事業（移転経費）補助金交付要綱（障害） 

 

令和５年４月１日  

４福保障計第２０３０号  

福祉保健局長決定 

改正 令和５年６月２１日 

５福保障計第５４９号 

福祉保健局障害者施策推進部長決定 

改正 令和６年３月２９日 

５福祉障企第１７１１号 

福祉局障害者施策推進部長決定 

令和７年３月２４日 

６福祉障企第２４５４号 

福祉局障害者施策推進部長決定 

 

 

 

 

 

第１条から第５条まで （略）  

 

（補助期間） 

第６条 補助期間は、令和８年３月３１日までとする。 
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改正案 現行 

第７条から第１４条まで （現行のとおり）  

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 別表１（第３条関係）  （現行のとおり） 

   別表２（第４条関係） （現行のとおり） 

 

第１号様式から第８号様式まで （現行のとおり） 

第７条から第１４条まで （略）  

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

別表１（第３条関係） （略） 

  別表２（第４条関係） （略） 

 

  第１号様式から第８号様式まで （略） 

 

 


